
 

資料２ 通行障害建築物の一定の高さの要件 

通行障害建築物の一定の高さの要件は、次のとおりです。 

①前面道路幅員が12mを超える場合

建築物の部分の高さH ＞ 当該部分から前面道路までの水平距離d ＋ (前面道路の幅員L÷2) 

②前面道路幅員が12m以下の場合

建築物の部分の高さH ＞ 当該部分から前面道路までの水平距離d ＋ 6m 

水平距離(d) 前面道路(L) 

中央 

45° 

ｄ＋(L/2) 

H 
例：H=10m、L=15m、d=1m 

建築物の部分の高さH(例:10m)が、当該部

分から前面道路までの水平距離d(例:1m)に

前面道路の幅員L(例:15m)の2分の1を加え

た高さ(8.5m)を超えているため、この建築物

は通行障害建築物となる高さをもつ。 

水平距離(d) 

6m 

ｄ＋6m 

H 
例：H=8m、d=0.5m 

建築物の部分の高さH(例:8m)が、当該部

分から前面道路までの水平距離d(例:0.5m)

と6mの合計(6.5m)を超えているため、この

建築物は通行障害建築物となる高さをもつ。 
前 面 道 路  

３6 

一定以上の高さのある建築物の要件

例:H=10m、L=15m、d=1m

　建築物の部分の高さH(例:10m)が、当該部
分から前面道路までの水平距離d(例:1m)に
前面道路の幅員L(例:15m)の2分の1を加え
た高さ(8.5m)を超えているため、この建築物
は一定以上の高さの要件に該当する。

　

　

　
例:H=8m、d=0.5m

　建築物の部分の高さH(例:8m)が、当該部
分から前面道路までの水平距離d(例:0.5m)
と6mの合計(例:6.5m)を超えているため、こ
の建築物は一定以上の高さの要件に該当す
る。

幅員が12ｍを超える前面道路


